
一般会計予算書

平 成 ２８ 年 度

大泉町外二町環境衛生施設組合



　平成２８年度大泉町外二町環境衛生施設組合の一般会計の予算は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９０２,０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」に

　よる。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

　行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

　５０,０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

　を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)  各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金にかかる共済費を除く。)に係る

　　 予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　　　平成２８年３月２４日提出

　　　　　　　        　　　大泉町外二町環境衛生施設組合管理者　村 山 俊 明

平成２８年度大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計予算

(1)



歳 入 合 計 902,000

1　組合預金利子 30

2　雑入 1,630

1　繰越金 22,000

7　諸収入 1,660

1　基金繰入金 30,000

6　繰越金 22,000

2　財産売払収入 1

5　繰入金 30,000

2　手数料 83,164

4　財産収入 105

738

738

1　国庫補助金　

2　使用料及び手数料 86,172

1　使用料 3,008

761,325

（単位：千円）

歳 入

1　負担金 761,325

第１表　　歳入歳出予算

款 項 金 額

1　分担金及び負担金

3　国庫支出金

1　財産運用収入 104

(2)



2

6　予備費

902,000

1,641

5　諸支出金 2

1　予備費 1,641

1　普通財産取得費

2　ごみ収集費 184,435

1　総務管理費 55,506

2　監査委員費 56

1　ごみ処理費

785,067

761

1　議会費 761

2　総務費 55,562

歳 出

（単位：千円）

款 項 金 額

1　議会費

4　清掃費

58,967

58,967

600,632

歳 出 合 計

3　衛生費

1　保健衛生費

(3)


